
上 旬 中 旬 下 旬

41戸 40戸 41戸
1戸 3戸 3戸
3戸 2戸 1戸

上 旬 中 旬 下 旬

33戸 32戸 32戸
　 4戸 9戸 9戸

5戸 3戸 2戸
3戸 1戸 2戸
0戸 0戸 0戸

単位：％

4.071 4.043 4.077
3.475 3.441 3.384
8.929 8.890 8.862
13.000 12.933 12.940
5.453 5.449 5.478

令和７年５月分出荷状況は次の通りです。

実　績 2,239,210kg

◆ 牛乳出荷状況 ◆

ＮＯ．５９７ 令和７年７月１日　発行 前　年 2,574,180kg

● 家 畜 市 場 日 程 ● 前年対比　　 87.0%

7月15日（火）豊富一般市場　午前10時30分 ＜令和６年４月～令和６年５月＞までの全体累計

7月 1日（火）豊富一般市場　午前10時30分 ＜令和７年４月～令和７年５月＞までの全体累計

7月 8日（火）豊富一般市場　午前10時30分 実　績 4,424,220kg

ックアンドホワイトショウが開催されました。 7月29日（火）豊富一般市場　午前10時30分

ルスタイン共進会場（安平町）にて北海道ブラ 7月22日（火）豊富一般市場　午前10時30分 前年対比　　 87.9%

　５月２４日（土）・２５日（日）、北海道ホ 7月18日（金）豊富乳牛市場　午前10時00分 実　績 5,034,340kg

　オフィシャル・ジャッジには弟子屈町で酪農

業を営まれている坪井 泰憲 氏、アソシエート

・ジャッジには別海町で酪農業を営まれている ◎一般・乳牛・育成市場共に申込受付は締切日

◎モクシは必ず新しいものを使用して下さい。
■ 日頃から良質乳の出荷に努めよう ■

山賀 秀一 氏があたり、総出品頭数２９９頭の 　の午前中までに申込をお願い致します。 　良質乳生産は毎日の正しい搾乳手順と正しい

下記の通りとなっております。 　不明・無」を申告願います。 しょう。

審査が行われました。 ◎一般・乳牛・育成・肉牛市場への申込ＦＡＸ 洗浄方法に心掛け、今後とも生菌数１万・体細

　本組合からは１戸２頭が出品され、入賞牛は 　の際には、必ずホスホマイシン使用の「有・ 胞数３０万以下の良質乳を出荷する様に努めま

◎乳牛・育成・和牛市場共に登録書を販売係に
☆６月の生菌・体細胞検査の結果☆

第６部　未経産シニアミドルクラス　第４位 　渡して下さい。（支所地区は問寒別支所に提

板垣　祐太 ◎各市場・廃用牛の集荷申込は、９－４６６０ 1.4万以下

　販売係専用ＦＡＸ番号へお願い致します。 1.5～3.9万

グリーンシヤープ　ラマミリ　ユニクス　ユータ 　出して下さい。） 生菌数

4万以上

乳牛市場　申込締切日

     締切日： 7月11日（金）  午前中まで 30.5～40.4万

体細胞数

 　　開催日： 9月26日（金）豊富地域家畜市場 30.4万以下

　＊販売牛の洗浄、削蹄を実行しましょう。 51.0～99.9万

　＊授精歴を記入してお申込下さい。 40.5～50.9万

和牛市場　申込締切日 100万以上

　　 開催日： 9月11日（木）南北海道家畜市場

     締切日： 7月24日（木）  午前中まで
☆ ５月分乳成分率検査成績表 ☆　＊申込期日厳守でお願い致します。

廃用牛集荷休み予定
7月21日（月）：海の日

項 目 幌 延 留萌管内 全 道

全固形分率

乳糖・灰分率

脂肪率

たんぱく質率

無脂固形分率

皆様のご来店を心よりお待ちしております！

本 所

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

問寒別支所

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ
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北海道ブラックアンドホワイトショウ

★ ７月　給油所特売情報 ★
特売日は下記の通りです

（本所　１階ロビー）

☆ ７月　催事について ☆

24 (木)・ 25 (金)

10 (木)・ 11 (金)

始めて
いますか？

19

4

(土)

(金) 8/1 (金)

(木)・ 18 (金)17 18 (金)・

(金)

・8/231

3 (木)・ 4 (金) 5 (土)

(木)・8/1

・

(土)

問寒別給油所 幌延給油所



　労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防 旨を報告するための体制整備及び関係作業者へ

止するため、熱中症のおそれがある作業者を早 の周知。

期に発見し、迅速かつ適切に対処することが必

要であることから、職場における熱中症対策を
２．手順作成及び関係作業者への周知

強化するため、厚生労働省は労働安全衛生規則

労働者への熱中症対策が
１．体制整備及び関係作業者への周知

義務化されました
　「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中

症のおそれがある作業者を見つけた者」がその

※事業者には、労働者を雇用する農業者や農業 　連絡先及び所在地等

 法人も含まれます。 (２)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等

　労働者を雇用する事業者は、労働者への熱中 　熱中症による重篤化を防止するために必要な

（省令）を改正し、令和７年６月１日から労働 　熱中症のおそれがある労働者を把握した場合

者を雇用する全ての事業者に対して、労働者へ に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

の熱中症対策を義務付けました。 (１)事業所における緊急連絡網、緊急搬送先の

症対策として、「体制整備」「手順作成」「関 　措置の実施手順

係者への周知」が義務付けられます。 　の作成及び関係作業者への周知。

★実際の農業現場における具体的な対応として、手順や連絡体制など必要事項を記載した
「熱中症対応フロー（張り紙）」を作成し、労働者が見えるところに掲示する など

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

【日 時】
農作業事故に Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ

８月１日(金)　◉ヘルメットとシートベルトの装着

★万が一事故にあった場合は早急に

を！ 　◉機械操作を中断するときは必ずエンジン停止 午後７時より　◉トラクター等を中断するときは駐車ブレーキ

　組合員の皆様におかれましては日頃から安全 　◉家を出るときは家族に伝え携帯電話を持ち歩く
【場 所】対策について万全だとは思いますが、この時期 　◉早めの水分・塩分の補給と涼しい場所での休憩

に努めましょう！ TEL:5-1211

に結びついてしまう場合もありますので、日頃  ＪＡへご連絡いただきますようお お問合せ： 幌延町農協青年部
から家族共々声を掛け合うなど作業事故の防止  願い申し上げます。 事務局　渡邊　蓮

は暑さにより、判断能力の低下、物忘れ、集中 旧整備工場力の低下などが引き起こされます。

　普段の作業でも一瞬の気の緩みが大きな事故

青年部主催

BBQ
PARTY

ご注意


